
Ｍ ・ Ｏ ・ Ｃ 会 則  
 

施 ⾏  昭 和 60・ 7・ 13 
改 正  平 成 18・ 7・ 14(第 １ 条 ) 
改 正  平 成 24・ 7・ 13（ 第 4 条 ,第 8 条 ）  
改 正  令 和 6・ 7・ 13（ 第 8 条 ）  

第 １ 章  総  則  
第 １ 条 （ 名 称 お よ び 事 務 所 ）  

本 会 は マ リ ン・オ フ ィ ス・ク ラ ブ（ 略 称  Ｍ・Ｏ・Ｃ ま た は モ ッ ク ）と
称 し 、 事 務 所 （ ま た は 事 務 局 ） を 神 奈 川 県 内 に 置 く 。  

 
第 ２ 条 （ ⽬ 的 ）  

本 会 は 会 員 相 互 の 親 睦 を は か り つ つ 、 豊 か な ⼈ 間 形 成 に つ と め る と と
も に 社 会 的 地 位 向 上 に つ と め る こ と を ⽬ 的 と す る 。  

 
第 ３ 条 （ 活 動 ）  

本 会 は 前 条 の ⽬ 的 を 達 す る た め 、 次 の 活 動 を ⾏ う 。  
１ ． ⽂ 化 ・ ス ポ ー ツ ・ レ ク リ ェ ー シ ョ ン 活 動  
２ ． 法 律 事 務 等 に 関 す る 研 修 会 ・ 勉 強 会  
３ ． ニ ュ ー ス ・ 会 報 の 発 ⾏  
４ ． 会 員 の 地 位 向 上 を 図 る た め に 必 要 な 調 査 ・ 研 究  
５ ． そ の 他 ⽬ 的 達 成 に 必 要 な 活 動  

 
第 ２ 章  会 員 及 び 会 費  
第 ４ 条 （ 資 格 ）  

神 奈 川 県 下 の 法 律 事 務 所 事 務 員 及 び 関 連 す る 業 種 の 事 務 員 (臨 時 雇 の
事 務 員 も 含 む )は ， す べ て ， 会 員 に な る こ と が で き る 。  

神 奈 川 県 外 の 法 律 事 務 所 事 務 員 及 び 関 連 す る 業 種 の 事 務 員 (臨 時 雇 の
事 務 員 も 含 む )は ，役 員 会 の 承 認 に よ り ，準 会 員 に な る こ と が で き る 。但
し ， 既 に 会 員 で あ る 者 は ， 本 ⼈ の 申 出 等 ， 特 段 の 事 情 が な い 限 り ， 変 更
を 要 し な い 。  

 
 



第 ５ 条 （ 会 費 ）  
会 費 は ⽉ 額 ２ ０ ０ 円 と す る 。  

 
第 ３ 章  総  会  
第 ６ 条 （ 総 会 の 開 催 ）  

総 会 は 会 ⻑ が 召 集 し 、 年 １ 回 ⾏ う 。  
 
第 ７ 条 （ 決 議 事 項 ）  

総 会 は 次 の こ と を 決 議 す る 。  
１ ． 活 動 報 告 と 向 こ う １ 年 間 の 活 動 計 画  
２ ． 会 計 報 告 と 予 算 及 び 会 計 監 査 報 告  
３ ． 役 員 の 選 出  
４ ． 会 則 の 改 廃  
５ ． そ の 他 必 要 な 事 項  

 
第 ８ 条 （ 総 会 の 構 成 ）  

総 会 は 、 全 会 員 を も っ て 構 成 す る 。  
 
第 ９ 条 （ 総 会 の 定 ⾜ 数 ）  

総 会 は 、 準 会 員 及 び 休 ⽌ 会 員 を 除 く 会 員 の ３ 分 の １ 以 上 の 出 席 が な け
れ ば 開 催 す る こ と が で き な い 。  

 
第 １ ０ 条 （ 総 会 の 議 決 ）  

総 会 の 議 事 は 、 出 席 し た 会 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可 否 同 数 の と き
は 、 議 ⻑ の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

 
第 １ １ 条 （ 総 会 の 書 ⾯ 表 決 等 ）  

や む を 得 な い 理 由 の た め に 総 会 に 出 席 で き な い 会 員 は 、 あ ら か じ め 通
知 さ れ た 事 項 に つ い て 書 ⾯ を も っ て 表 決 し 、 ⼜ は 他 の 会 員 を 代 理 ⼈ と し
て 表 決 を 委 任 す る こ と が で き る 。  

な お 、 前 2 条 に つ い て は 、 そ の 会 員 は 出 席 し た も の と み な す 。  
 
 



第 ４ 章  役 員 及 び 役 員 会  
第 １ ２ 条 （ 役 員 ）  

本 会 に 次 の 役 員 を お く 。  
１ ． 会 ⻑    １ 名  

本 会 を 代 表 し て 会 の 仕 事 を ま と め 、 総 会 及 び 役 員 会 を 召 集 す る 。  
２ ． 副 会 ⻑   若 ⼲ 名  

会 ⻑ を 補 佐 し 、 会 ⻑ に ⽀ 障 あ る と き は こ れ を 代 ⾏ す る 。  
３ ． 事 務 局 ⻑   １ 名  

会 の ⽇ 常 的 事 務 処 理 を ⾏ う 。  
４ ． 事 務 局 次 ⻑   若 ⼲ 名  

事 務 局 ⻑ を 補 佐 し 、 事 務 局 ⻑ に ⽀ 障 あ る と き は こ れ を 代 ⾏ す る 。  
５ ． 会 計    １ 名  

会 計 を 管 理 し て 年 １ 回 総 会 に 報 告 す る 。  
６ ． そ の 他 の 役 員  若 ⼲ 名  
７ ． 会 計 監 査   １ 名  

会 計 を 監 査 し 年 １ 回 の 総 会 に 報 告 す る 。  
 
第 １ ３ 条 （ 任 期 ）  

任 期 は 総 会 か ら 総 会 ま で と す る 。 但 し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  
 
第 １ ４ 条 （ 役 員 会 ）  

第 １ ２ 条 役 員 の う ち 会 計 監 査 を 除 い た 役 員 で 役 員 会 を 構 成 し 、 総 会 か
ら 総 会 ま で の 間 会 務 の 執 ⾏ に あ た る 。  

 
第 ５ 章  財 政  
第 １ ５ 条 （ 会 計 年 度 ）  

本 会 の 会 計 年 度 は ７ ⽉ か ら ６ ⽉ ま で と す る 。  
 
第 １ ６ 条 （ 経 費 ）  

本 会 の 経 費 は 次 の 収 ⼊ に よ っ て ま か な う 。  
１ ． 会 費  
２ ． 寄 附 ⾦  
３ ． そ の 他 の 収 ⼊  



第 ６ 章  補 則  
第 １ ７ 条 （ そ の 他 ）  

本 会 則 に 定 め の な い 事 項 は 総 会 ま た は 役 員 会 の 議 を 経 て 決 定 す る 。  
 
第 １ ８ 条 （ 施 ⾏ 期 ⽇ ）  

本 会 則 は 昭 和 ６ ０ 年 ７ ⽉ １ ３ ⽇ よ り 施 ⾏ す る 。  
 
附 則  

こ の 会 則 は  平 成 １ ８ 年 ７ ⽉ １ ４ ⽇ か ら 施 ⾏ す る 。  
 
附 則  

こ の 会 則 は  平 成 ２ ４ 年 ７ ⽉ １ ３ ⽇ か ら 施 ⾏ す る 。  
 
附 則  

こ の 会 則 は 、 令 和 ６ 年 ７ ⽉ １ ３ ⽇ か ら 施 ⾏ す る 。  


